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2) 課題の整理 

沖縄本島において、ロードプライシングを実施する上では、以下のような課題が考えられる。 

 

 法的根拠の整理 

道路法の理念によれば、道路は、人の移動や物資の運搬等に必要不可欠であり、高度の公共

性を有するものであることから、道路法第２条および第 49条より、いわゆる「道路無料公開の

原則※１」があるとされている。 

よって、ロードプライシングを実施する際には、法的根拠の整理が必要と考えられる。 
 

※１高速道路・有料道路での料金徴収は道路整備特別措置法（昭和 31 年３月 14 日制定）に基づいており、一般

道路とは異なる。 

※２道路法第２条：この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施

設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとす

る。 

※３道路法第 49 条：道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 並び

に他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。 

 

 合意形成 

平成 25 年度に実施した県民意識調査結果によると、自動車抑制策の中でもロードプライシン

グに対する意向は他の抑制策に比べ低く、県民の約７割が反対意向を示しており、合意形成は

大きな課題であると考えられる。  

 

Ｑ．沖縄県では沖縄本島中南部を中心に、過度な自動車利用に伴う渋滞が問題となっていま

すが、自動車の利用を抑制する取組についてどのように思われますか。（それぞれひとつずつ） 

 

 
出典：「沖縄における鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システムに係る県民意識等 

実態把握調査(平成 25 年度)」（内閣府）  

図 自動車利用抑制策に対する意向（県民） 

 

 



5-65 
 

 実施手法に関する課題 

ロードプライシングの実施手法に関する課題としては、以下のようなものが考えられる。 

 

A． 公平性への配慮 

コードンプライシングでは、課金エリアへの流入車両に課金する一方、エリア内や流出する

車両には課金されず、公平性に欠けるという指摘がある。 

B． 技術的な対応 

エリアプライシングでは、コードンプライシングより複雑な課金システムが必要とされ、ロ

ンドンやストックホルムではナンバー読み取りの画像処理ができない車両も存在し、人件費が

多く掛かっているとの報告もある。 

C． プライバシーへの対応 

課金システムの通行認識をカメラ方式やＧＰＳ位置情報で行う場合、個々の自動車ナンバー

や通行履歴が記録されることから、自動車の運転者がプライバシーを侵害される不安を持つこ

とが懸念される。 

海外では、記録自体はルール化することで可能とし、情報の持出しの制限や保存期間の設定

などが行われている。 

 
出典：「第 10 回鎌倉市交通計画検討委員会・専門部会参考資料」（平成 25 年 12 月） 

図 基本的なロードプライシングの課金方法 

 

 

 その他検討課題 

ロードプライシング導入に向けた合意形成及び、課金エリアや方法、料金等を設定する上で

は、渋滞緩和への影響把握も求められる。 

 

  



5-66 
 

 平成 28 年度調査のまとめ 

県外来訪者を対象とした需要喚起方策では、既存調査や最新事例をもとに沖縄本島において有効

と考えられる方策を抽出した。また、鉄道各駅において求められる特性の整理では、コンパクトシ

ティの先進都市における事例を踏まえ、駅分類ごとに沖縄本島における適用性を整理した。パーク

＆ライドに関する検討では、鉄軌道への一定の需要喚起効果が確認された。 

今後は、これまで検討してきた需要喚起方策を、本鉄軌道の検討段階に合わせて深度化していく

ことが考えられる。例えば、ルートや駅位置の検討段階では、フィーダー交通と連携した県民のア

クセシビリティや観光客の回遊ルート、駅周辺のまちづくりなどの深度化が考えられる。また、運

行サービス検討段階では、潜在需要を創出するための運賃やダイヤなどの深度化が考えられる。 

 
 


